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午前１０時０１分 開 会

これより、平成２４年６月定例会を開会いたします。○議長（吉田清孝君）

諸般の報告は朗読を省略いたします。

ただちに本日の会議を開きます。本日の議事は、議事日程第１○議長（吉田清孝君）

号をもって進めます。

日程第１ 会期の決定

日程第１、会期の決定を議題といたします。○議長（吉田清孝君）

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から６月２８日までの１５日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

ご異議なしと認めます。よって、会期は１５日間と決定いたし○議長（吉田清孝君）

ました。

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。○議長（吉田清孝君）

１３番古仲清紀君、１４番土井文彦君を指名いたします。

日程第３ 永年勤続者の表彰状伝達

日程第３、永年勤続者の表彰状の伝達を行います。○議長（吉田清孝君）

先般開催されました第８８回全国市議会議長会定期総会において、畠山富勝君及び

中田謙三君が議員在職１５年以上の永年勤続を、小松穂積君が議員在職１０年以上の

永年勤続者として表彰されております。

これより伝達を行いますので、演壇の前にお進み願います。

暫時休憩いたします。

午前１０時０３分 休 憩

午前１０時０６分 再 開
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休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（吉田清孝君）

日程第４ 議案第５５号から第６９号まで及び報告第３号から第１１号まで

を一括上程

日程第４、議案第５５号から第６９号まで及び報告第３号から○議長（吉田清孝君）

第１１号までを一括して議題といたします。

職員に議案を朗読させます。

【職員朗読】

議案第５５号 男鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例について

議案第５６号 男鹿市印鑑条例等の一部を改正する条例について

議案第５７号 男鹿市教育研究所条例の一部を改正する条例について

議案第５８号 男鹿総合運動公園多目的広場改修工事（造成）請負契約の締結につ

いて

議案第５９号 男鹿総合運動公園多目的広場改修工事（人工芝）請負契約の締結に

ついて

議案第６０号 財産の無償譲渡について

議案第６１号 財産の無償譲渡について

議案第６２号 財産の無償譲渡について

議案第６３号 財産の無償譲渡について

議案第６４号 財産の無償譲渡について

議案第６５号 秋田県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について

議案第６６号 平成２４年度男鹿市一般会計補正予算（第２号）について

議案第６７号 平成２４年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて

議案第６８号 平成２４年度男鹿みなと市民病院事業会計補正予算（第１号）につ

いて

議案第６９号 平成２４年度男鹿市上水道事業会計補正予算（第１号）について

報告第 ３号 平成２３年度男鹿市一般会計継続費繰越計算書について
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報告第 ４号 平成２３年度男鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書について

報告第 ５号 平成２３年度男鹿市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て

報告第 ６号 平成２３年度男鹿市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて

報告第 ７号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第 ８号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第 ９号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第１０号 平成２３年度株式会社おが地域振興公社の決算について

報告第１１号 平成２４年度株式会社おが地域振興公社の事業計画について

提案理由の説明を求めます。渡部市長○議長（吉田清孝君）

【市長 渡部幸男君 登壇】

おはようございます。○市長（渡部幸男君）

本日、平成２４年６月定例会を招集し、諸議案のご審議をお願いするものでありま

すが、先ほど全国市議会議長会から、議員在職１５年以上の永年勤続表彰として、畠

山富勝議員と中田謙三議員が、また、議員在職１０年以上の永年勤続表彰として、小

松穂積議員が、栄えある表彰を受けられました。表彰を受けられました皆様には、長

い間、本市の発展にご尽力を賜りました。その輝かしいご功績に対しまして、深く敬

意を表するものであります。どうぞ今後ともご自愛くださいまして、市政の発展に一

層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。

、 、 。それでは 提出議案の説明に先立ちまして 市政に係る諸般の報告を申し上げます

まず、５月３１日に出納閉鎖いたしました、平成２３年度の一般会計決算の概要に

ついてであります。

歳入総額は１７９億９千５３１万円、歳出総額は１７５億３０万円となり、このう

ち、継続費及び繰越明許費に係る繰越財源を除いた実質収支では、３億２千６２５万

円の黒字決算となっております。

また、平成２３年度の男鹿みなと市民病院事業会計決算の概要につきましては、当

年度純損失が１億１９７万２千円、不良債務が１億９千４２７万１千円で、経営健全
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化計画との比較では、当年度純損失は９千８５６万３千円の増、不良債務は４千９０

３万６千円の改善となっております。

次に、平成２５年海フェスタの開催地決定についてであります。

平成２５年海フェスタの開催について、国土交通大臣に開催要請書を提出しており

ましたが、男鹿市を中心会場として開催することが決定し、本年５月９日、国土交通

省において、吉田治副大臣より開催決定通知書の交付を受けてまいりました。

今後、７月２９日に「海フェスタおのみち」の閉会式で、海フェスタフラッグの引

き継ぎを受け、８月下旬には実行委員会を設立して、実施事業の計画等を協議してい

くこととしております。

次に、防災訓練についてであります。

今年度の防災訓練は 「県民防災の日」にあたる５月２６日に、船越地区及び船川、

地区の一部において、総勢８００人の参加をいただき実施いたしました。

今回は、船越地区では、男鹿工業高校、男鹿東中学校、船越小学校及び株式会社清

水組、船川地区では、ＮＴＴ男鹿ビル及び商工会ビル「オガルベ」の避難施設を市民

の皆様から確認していただきました。

避難経路の周知など、実践的な訓練ができたと思っております。

次に、チャレンジデーについてであります。

今年度 初参加となった当市の参加者は１万２千９４２人で 参加率は４０ ２パー、 、 ．

セントでありました。

市民の健康づくりや地域の連帯を図ることができたと思っております。

今後も、参加者の増加に努めてまいります。

次に、東日本大震災に係る災害廃棄物についてであります。

関係市町村の首長で構成する八郎湖周辺清掃事務組合協議会では、これまで４回の

協議会を開催したほか、本年１月２１日には廃棄物処理安全委員会の勉強会、２月１

９日には施設に隣接する福野、松木沢、本内の３町内会との意見交換会を行い、災害

廃棄物の受け入れの可能性について検討してまいりました。

当組合の施設は、１日当たり６０トン処理の小規模施設であります。

このため、ごみ貯蔵槽の投入扉は、一般的なごみ専用パッカー車に対応した寸法と

なっており、災害廃棄物運搬用に使用されている大型車両による直接投入が困難であ
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ります。

また、ごみ貯蔵槽に直接投入できないことにより、敷地内に野積みすることはでき

ませんので、新たにストックヤードの整備が必要となります。

このようなことから、支援したい思いはありますが、災害廃棄物の受け入れについ

ては、困難であるとの結論に達したところであり、５月３１日の八郎湖周辺清掃事務

組合議会の全員協議会において、その旨を報告し、ご理解をいただいております。

次に、農業の状況についてであります。

暴風被害に係る農業生産施設等復旧支援事業につきましては、６月１２日現在、県

事業の対象となるパイプハウスは２０４件で３９９棟、市単独事業の対象となるビ

ニールの破損は２３５件で６６８棟、合計４３９件で１千６７棟の被害認定及び事業

計画承認申請を受け付けしております。

暴風後の状況につきましては、水稲では、田植え作業が平年並みに終了しておりま

す。

メロンでは、栽培面積が３３．７ヘクタールとなり、当初計画を１．５ヘクタール

下回っております。

葉たばこでは、停電により生育障害が見られたものの、その後、天候に恵まれ、生

育は順調に推移しております。

輪菊では、停電により生育が遅れたことなどから、出荷が平年より遅れて６月１２

日から始まりましたが、葉の傷みによる品質低下や収量の減少を懸念しております。

次に、漁業の状況についてであります。

暴風被害に係る漁業生産施設等復旧支援事業につきましては、６月１２日現在、北

浦総括支所管内で１８件、船川総括支所管内で１０件、合計で２８件の被害認定及び

事業計画承認申請を受け付けしております。

復旧状況は、北浦総括支所管内では、大型定置網９か統のうち、６か統は、替え網

で仮復旧し、３か統は、資材の不足により復旧の時期は未定となっております。

また、小型定置網２１か統のうち、１８か統は、替え網や応急修理で仮復旧し、３

か統は、６月中の設置を目指していると伺っております。

、 、船川総括支所管内では 刺網及びタコ延縄が資材の不足などにより復旧しておらず

資材の納入を待っている状況であると伺っております。
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次に、観光の状況についてであります。

本年４月、５月における宿泊客数は、４月が７千１３６人、５月が１万７千７４７

人で、震災前の平成２２年と比較して、４月が１千４７５人の減、５月が２千８９５

人の減となっております。

なお、男鹿温泉郷の白龍閣は、５月２０日から営業を休止していると報告を受けて

おります。

次に、雇用情勢についてであります。

４月末現在のハローワーク男鹿管内の有効求人倍率は０．６０倍となっており、昨

年同期と比較して０．２１ポイント、前月と比較して０．０５ポイント増加しており

ます。

次に、男鹿市土地開発公社の清算結了についてであります。

、 、 、 、男鹿市土地開発公社は 本年１月２０日 秋田県知事の認可により解散し その後

清算手続きを進めておりましたが、このたび残余財産５３１万８千８９円を男鹿市に

帰属し、５月１５日をもって清算を結了いたしました。

以上で諸般の報告を終わり、次に提案理由のご説明を申し上げます。

まず、議案第５５号男鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてであり

ます。

本議案は、本市が保有する個人情報の適切な取り扱いを目的として、診療録その他

の診療に関する記録及び死者を本人とする個人情報の取り扱いに関し必要な事項を定

めるなど、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第５６号男鹿市印鑑条例等の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止により、外国人住民

が住民基本台帳に記録されることに伴い、所要の規定を整備するため、関係条例の一

部を改正するものであります。

次に、議案第５７号男鹿市教育研究所条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

本議案は、男鹿市教育研究所を男鹿市角間崎字家ノ下４５２番地に移転するため、

本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第５８号及び議案第５９号は、男鹿総合運動公園多目的広場改修工事に
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係る請負契約の締結についてであります。

本２件は、造成及び人工芝に係る工事請負について、本年５月２９日に、造成工事

については条件付き一般競争入札を、人工芝工事については指名競争入札を執行した

結果、造成工事は、男鹿市船川港船川字海岸通り二号６番地２ 株式会社沢木組・株

式会社寒風特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社沢木組 代表取締役 沢木則

明が１億８千４７１万６千円で、人工芝工事は、秋田市川尻みよし町１番４６号 日

本フィールドシステム株式会社東北支店秋田営業所所長 石井均が１億４千７５２万

５千円で、それぞれ落札したので、本契約を締結するものであります。

、 、 。次に 議案第６０号から議案第６４号までは 財産の無償譲渡についてであります

本５件は 市有財産のうち 旧わかみふれれあい創明館の建物２１０ ６０平方メー、 、 ．

トル及び旧わかみふれあい創明館横長根分館の建物３０．９９平方メートルを小深見

町内会に、旧潟端地区集会施設の建物６７．０８平方メートルを潟端町内会に、旧釜

谷地地区集会施設の建物９４．７７平方メートルを釜谷地町内会に、旧柳原地区集会

施設の建物７２．７４平方メートルを柳原町内会に、旧石田川原地区集会施設の建物

． 、 。６２ ３７平方メートルを石田川原町内会に それぞれ無償譲渡するものであります

次に、議案第６５号秋田県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についてであり

ます。

本議案は、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止により、外国人住民

が住民基本台帳に記録されることに伴い、条文の整理を行うため、秋田県後期高齢者

医療広域連合規約の一部を変更するものであります。

次に、議案第６６号平成２４年度男鹿市一般会計補正予算（第２号）についてであ

ります。

本補正予算は、なまはげ館整備事業費、払戸小学校整備事業費、公共施設再生可能

エネルギー等導入事業費、現年公共土木施設災害復旧事業費、農業体質強化基盤整備

促進事業費補助金、子育て住宅リフォーム助成事業費補助金のほか、滝の頭貯水池整

備事業出資金、海フェスタ実行委員会補助金、漁業振興協力金、男鹿なまはげロック

フェスティバル補助金などを措置したもので、歳入歳出それぞれ８億４千８１０万円

を追加し、補正後の予算総額を１７７億６千５８０万円とするものであります。

次に、議案第６７号平成２４年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
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についてであります。

本補正予算は、歳入では、所得の確定に伴う保険税の見直しや平成２３年度決算見

込みに伴う繰越金などを措置し、歳出では、後期高齢者支援金などの確定及び被保険

者数の減に伴う療養諸費の減額などを措置したもので、歳入歳出それぞれ１億３６２

万７千円を減額し、補正後の予算総額を４７億３千１１１万６千円とするものであり

ます。

次に、議案第６８号平成２４年度男鹿みなと市民病院事業会計補正予算（第１号）

についてであります。

本補正予算は、国・県補助金と医療機器等の整備費を措置したもので、収益的収支

の支出で１１６万１千円の増額、資本的収支の収入で２千５２４万円の増額、支出で

２千４３８万６千円の増額を見込んだものであります。

次に、議案第６９号平成２４年度男鹿市上水道事業会計補正予算（第１号）につい

てであります。

本補正予算は、滝の頭貯水池築造事業の工事費を措置したもので、収益的収支の支

出で３５８万円の減額、資本的収支の収入で１億円の増額、支出で１億７千５２０万

円の増額を見込んだものであります。

次に、報告第３号平成２３年度男鹿市一般会計継続費繰越計算書、報告第４号平成

２３年度男鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書、報告第５号平成２３年度男鹿市介護

保険特別会計繰越明許費繰越計算書、報告第６号平成２３年度男鹿市下水道事業特別

会計繰越明許費繰越計算書についてであります。

本４件は、平成２３年度の各会計歳出予算のうち、平成２４年度に繰り越した経費

について報告するものであります。

次に、報告第７号から報告第９号までは、和解及び損害賠償額の決定に係る専決処

分についてであります。

本３件は、除雪作業中の事故に伴う和解及び損害賠償額の決定について専決処分し

たので、これを報告するものであります。

次に、報告第１０号平成２３年度株式会社おが地域振興公社の決算についてであり

ますが、事業収益２億７千７９３万９千４９７円、事業費用２億８千５６５万４千６

１１円で、税引後の当期純損失が７９２万５千１１４円となったものであります。
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次に、報告第１１号平成２４年度株式会社おが地域振興公社の事業計画についてで

ありますが、事業収益及び事業費用を、それぞれ２億８千３６２万６千円とするもの

であります。

以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。

以上で、本日の議事は終了いたしました。○議長（吉田清孝君）

休会の件

お諮りいたします。明日１５日は議事の都合により休会いたし○議長（吉田清孝君）

たいと思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

ご異議なしと認めます。よって明日１５日は休会とし、６月１○議長（吉田清孝君）

、 。８日午前１０時より本会議を再開し 市政に対する一般質問を行うことにいたします

本日は、これにて散会いたします。

午前１０時３４分 散 会



- 42 -


